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ポンプ施設 
 
 
 
 

水処理施設 
 
 
 
 
 

汚泥処理施設 

流入マンホール、ゲート室、沈砂池・スクリーン水路、 
ポンプ井、着水井、分配槽、吐出井 

導水きょ 
汚水調整池、雨水滞水池、雨水沈殿池 

プリエアレーションタンク、最初沈澱池流入水路、最初沈殿池、 
返送汚泥水路、最初沈殿池流出水路、反応タンク流入水路 

 
付帯する施設 
 
汚泥濃縮槽、汚泥消化槽（気相部） 
汚泥消化槽（液相部） 

汚泥洗浄タンク、汚泥貯留槽、脱離液・分離液ピット、受泥槽 
返流水槽、返流水管マンホール 

脱水汚泥ピット 
コンポスト発酵槽 

■処理場における腐食環境の分類例 

設計腐食環境 
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■設計腐食環境条件における対応商品と工法 

覆蓋された施設名 

1）初沈流出トラフ 
2）初沈スカムピット及びスカム水路 
3）終沈スカムピット及びスカム水路 

工法規格 
 

D1種 
 
 
C 種 
 

B 種 
 
A 種 

適合工法 
プロテクリートE／D1工法※ 
プロテクリートV／D1工法※ 
プロテクリートC／D1工法 
プロテクリートE／C工法 
プロテクリートV／C工法 
プロテクリートC／C工法 
プロテクリートE／B工法 
プロテクリートV／B工法 
プロテクリートE／A工法 

注1）ここに示した腐食環境条件の分類例は標準的なものであり、換気や脱臭が十分に行われている施設や薬
品処理が行われている場合は、改善された腐食環境について別途検討する。 

注2）ここに示した施設以外の施設についても、腐食が予想される場合には、硫化水素の発生状況や腐食状況、
流入下水の特性等を検討の上、腐食環境条件を設定する。 

注3）初期対応等により施設を暫定的に他の目的で使用する場合には、暫定目的にも対応できるように腐食環
境条件を設定する。 

※プロテクリートE/C工法、プロテクリートE/D1工法には、プロテクリートE1パテとプロテクリートE1を使用します。 

日本農業集落排水協会「コンクリート防食指針」日本下水道事業団「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び
防食技術指針・同マニュアル」（平成14年12月）抜粋

分　類 
1種 
2種 

3種 

■対応商品と工法 
適用商品／工法 

プロテクリートE／コーティング工法（０.２A） 
プロテクリートE／コーティング工法（０.３５A） 
プロテクリートE／ライニング工法（１プライ）（０.７A） 
プロテクリートC／レジンモルタル工法（５.０A） 

詳細については、営業担当員にお問い合わせください。 


